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旧 新

【当座預金規定】 

第 8条 手形、小切手用紙 

(1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す

場合には、当行が交付した用紙を使用してください。

(2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機

関の交付した手形用紙であることを確認してください。

(3)前 2 項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。

(4)当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したもので

はないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡

してください。

(5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を当

行所定の手数料と引換えに交付します。 

(6)当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から３か月

を経過した場合は返却を求めることができないものとします。

(7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所

定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当

行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
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